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Ⅰ 日ＥＵ・ＥＰＡの意義 

（１）戦略的意義 

 ＥＵは，我が国にとって，民主主義，法の支配，基本的人権といった基本的価値

を共有する重要なグローバルパートナーである。 

 本協定は，戦略的パートナーシップ協定（ＳＰＡ）と共に，日ＥＵ関係を新たな

戦略的な水準に高めるものである。 

 本協定は，日本とＥＵとの間で，自由で，公正な，開かれた国際貿易経済システ

ムの強固な基礎を構築するものである。 

 保護主義的な動きがある中で，日ＥＵが，自由貿易の旗手として，その旗を高く

掲げ続けるとの強い政治的意思を示すことができたことは誇るべき成果であり，

世界に対する力強いメッセージとなっている。 

 本協定は，質の高い協定として，自由で公正なルールに基づく，２１世紀の経済

秩序のモデルとなるものである。 

 

（２）経済的意義 

 ＥＵは，総人口は約５．１億人，世界のＧＤＰの約２２％，我が国輸出入総額の

約１１％を占め，我が国にとっての主要な貿易・投資相手である。ＥＰＡにより，

巨大なＥＵ市場の取込みが実現する。 

 その結果として，総人口約６．４億人，世界のＧＤＰの約２８％，世界貿易の約

３７％を占める日本とＥＵによる，世界で最大級の規模の，自由な先進経済圏が

新たに誕生することになる。 

 ＥＰＡは，相互の市場開放等による貿易・投資の活発化，雇用創出，企業の競争

力強化等を含む日ＥＵ双方の経済成長に資するものである。ＥＵとの戦略的関係

を強化するのみならず，我が国の成長戦略の重要な柱となる。 
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Ⅱ 市場アクセス交渉の結果 

１ 物品市場アクセス 

 交渉の結果，我が国の関税撤廃率は，約９４％（農林水産品：約８２％，工業

品：１００％）（品目数ベース）となった。 

 これに対し，ＥＵ側の関税撤廃率1は，ＥＵ側の公表資料によれば，約９９％（品

目数ベース）となった。 

 

＜日本市場へのアクセス＞ 

（１）農林水産品 

（概要） 

 米について関税削減・撤廃等からの「除外」を確保したほか，麦・乳製品の国家

貿易制度，糖価調整制度，豚肉の差額関税制度といった基本制度の維持，関税割

当てやセーフガードなどの有効な措置を獲得し，農林水産業の再生産が引き続き

可能となる国境措置を確保した。 

 乳製品のうち，ソフト系チーズについては，ＴＰＰで関税撤廃や関税削減となっ

たものも含め一括して関税割当てに留め，枠数量については，意欲ある酪農家の

生産拡大の取組に水を差さないよう，国産と輸入を含めた国内消費の動向を考慮

して国産の生産拡大と両立できる範囲に留めた。また，脱脂粉乳・バターについ

ては国家貿易を維持した上で，限定的な民間貿易枠を設定するに留めたほか，Ｔ

ＰＰでは関税撤廃となったホエイを関税削減に留めた。 

 豚肉は，差額関税制度を維持し，分岐点価格を維持したほか，長期の関税削減期

間と輸入急増に対するセーフガードを確保した。 

 牛肉は，長期の関税削減期間と輸入急増に対するセーフガードを確保した。 

 林産物は，構造用集成材等の即時関税撤廃を回避し，一定の関税撤廃期間を確保

した。 

（米） 

・ 関税削減・撤廃等からの「除外」を確保した。 

（麦） 

・ 現行の国家貿易制度を維持するとともに，枠外税率を維持した。 

・ ごく少量の関税割当枠（ＥＵ枠）※を設定した（国家貿易・ＳＢＳ方式）。 

※ 総輸入量の約 0.005％ 

（麦芽） 

・ 現行の関税割当制度を維持するとともに，枠外税率を維持した。 

・ ＥＵからの現行輸入実績を下回る関税割当枠（ＥＵ枠：無税）※を設定した。 

※ 輸入実績の約 4分の 3 

（砂糖） 

・現行の糖価調整制度（輸入品と国産品の価格調整を通じて国内生産の安定を図るた

                                            
1 ＥＵ側の撤廃率は，交渉で使用した２０１２年のＨＳコードに基づくものであり，

２０１７年の最新のＨＳコードに基づくものに変換する際，数字が変わる可能性があ

る。 
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めの制度）を維持した。 

・粗糖・精製糖については，少量の新商品開発のための試験輸入枠（無税・無調整金）

を設定した。 

（でん粉） 

・現行の糖価調整制度を維持するとともに，枠外税率を維持した。 

・近年の輸入実績相当の関税割当枠（ＥＵ枠）※を設定した。 

※ 糖化・化工でん粉用は調整金を徴収。糖化・化工でん粉用以外のばれいし

ょでん粉のうち，片栗粉用等について国産ばれいしょでん粉の購入を条件

として無税。 

（豚肉） 

・差額関税制度を維持した（分岐点価格（５２４円／ｋｇ）を維持）。 

・長期の関税削減期間（９年）と輸入急増に対するセーフガード※を確保した。   

※ 従量税削減部分の発動基準数量：5年目：63,000 ㌧→10 年目：105,000 ㌧ 

（牛肉）  

・関税削減で１６年目に９％とし，輸入急増に対するセーフガード※を確保した。       

※ 発動基準数量：初年度：43,500 ㌧→16 年目：53,195 ㌧  

（乳製品） 

 脱脂粉乳・バター等 

・国家貿易を維持した上で，民間貿易によるＥＵ枠を設定した。数量※は，最近の追

加輸入量の範囲内とした。 

※ 初年度 12，857 ㌧→６年目 15，000 ㌧（生乳換算）  

 ホエイ  

・脱脂粉乳（たんぱく質含有量３４％）と競合する可能性の高いホエイ（たんぱく質

含有量２５－４５％）について，関税削減に留め（ＴＰＰでは関税撤廃），１１年目

以降もＴＰＰにおける初年度の関税水準の３割を維持した。 

・輸入急増に対するセーフガード※を確保した。 

※ 発動基準数量：21 年目：8，011 ㌧（脱脂粉乳の国内生産量の６％の水準） 

 チーズ  

・ソフト系チーズについては，ＴＰＰで関税撤廃や関税削減となったものも含めた，

横断的な関税割当て（枠内税率は段階的に引き下げ，１６年目に無税）とし，枠数量

※は，国内消費の動向を考慮し，国産の生産拡大と両立できる範囲に留めた。 

※ 初年度 20,000 ㌧→16 年目 31,000 ㌧，17 年目以降の枠数量は国内消費の動向を

考慮して設定。 

 

 

・ シュレッドチーズ，おろし・粉チーズ：関税撤廃 

・ 熟成ソフトチーズ（カマンベール等）：関税維持  

・ 一部のフレッシュチーズ（モッツァレラ等）：関税維持 

・ ブルーチーズ：関税削減 

・ プロセスチーズ：関税割当て 

横断的な関税割当 

ＥＵとの合意内

容 

ＴＰＰでの合意内
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・主に原材料として使われる熟成ハード系チーズ（チェダー，ゴーダ等）やクリーム

チーズ（乳脂肪４５％未満）等については，ＴＰＰと同様，関税撤廃するものの，長

期の撤廃期間を確保した（１６年目に撤廃）。 

・プロセスチーズ原料用チーズの国産抱合せ無税の関税割当制度は維持した。 

（パスタ，チョコレート菓子等の加工品）  

・パスタ（マカロニ，スパゲッティ），チョコレート菓子等の加工品については関税

撤廃するものの，長期の撤廃期間を確保した（パスタ，チョコレート菓子，キャンデ

ィーは１１年目，ビスケットは６～１１年目に，それぞれ撤廃）。 

（林産物）  

・構造用集成材，ＳＰＦ製材等の林産物１０品目について，関税撤廃するものの，即

時撤廃を回避し，一定の撤廃期間を確保した（段階的削減を経て８年目に撤廃）。 

（水産物） 

・海藻類（のり，こんぶ等）は，関税撤廃等からの「除外」を確保した。 

・あじ，さば等は，長期の撤廃期間を確保した（１６年目に撤廃等）。 

・なお，漁業補助金については，禁止補助金の対象外とした。 

（酒類） 

・ワイン（ボトルワイン，スパークリングワイン等）については，関税を即時撤廃す

ることとした。 

・清酒，焼酎等については，関税を１１年目に撤廃することとした。 

（たばこ） 

・紙巻たばこ（現在は，暫定税率で無税）については，協定税率として無税とするこ

ととした。 

・手巻きたばこ，加熱式たばこについては，関税を６年目に撤廃することとした。 

・葉巻たばこについては，関税を１１年目に撤廃することとした。 

（塩） 

・精製塩については，関税を１１年目に撤廃することとした。 

 

（２）工業製品 

 工業製品（経済産業省所管品目）について，品目数及び輸入額（日本向け約５．

６兆円）で，１００％を関税撤廃とすることとした。 

 ＥＰＡ発効時点で，工業製品の無税割合が７７．３％から９６．２％に直ちに

上昇する。 

 化学工業製品，繊維・繊維製品等については，関税を即時撤廃することとした。 

 皮革・履物(現行税率最高３０％）については，関税を１１年目又は１６年目

に撤廃することとした。 
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＜ＥＵ市場へのアクセス＞ 

（１）農林水産品 

（概要） 

○牛肉，茶，水産物等の輸出重点品目を含め，ほぼ全ての品目で関税撤廃を獲得（ほ

とんどが即時撤廃）し，５億人を超えるＥＵ市場に対する我が国農林水産物の輸出促

進に向けた環境を整備することとなった。 

 

品目 現行関税 合意内容 

醤油等調味料 7.7％（醤油） 即時撤廃 

ほたて貝 8％（冷凍） 関税撤廃（８年目） 

緑茶 3.2％（3kg 以下の小口用） 即時撤廃 

牛肉 12.8％＋141.4～304.1 ﾕｰﾛ/100kg 即時撤廃 

花き 6.5％，8.3％（植木・盆栽・鉢もの），

8.5％，10％（切り花） 

即時撤廃 

ぶり 15％（冷凍フィレ） 即時撤廃 

青果物 12.8％（かんきつ（ゆず等）） 

9.5 ﾕｰﾛ/100kg（ながいも） 

即時撤廃 

林産物 6％～10％（合板等） 即時撤廃 

豚肉※ 46.7～86.9 ﾕｰﾛ/100 ㎏ 即時撤廃 

鶏肉※ 6.4％，18.7～102.4 ﾕｰﾛ/100 ㎏ 即時撤廃 

鶏卵※ 

（粉卵等含む） 

16.7～142.3 ﾕｰﾛ/100kg 即時撤廃 

乳製品※ 118.8 ﾕｰﾛ/100kg 等（脱脂粉乳） 

189.6 ﾕｰﾛ/100kg 等（バター） 

即時撤廃 

（注１） コメは，相互に「除外」。 

（注２） ※は，現在，輸出解禁に向け協議中の品目。 

 

（酒類） 

○日本産酒類の輸出拡大に向け，関税撤廃に加えて，輸入規制の撤廃や日本産酒類の

ＧＩの保護を確保した。 

・全ての酒類の関税を即時撤廃することとした。 

・「日本ワイン」の輸入規制（醸造方法・輸出証明）の撤廃を確保した。 

 これまで，ＥＵ域外からＥＵ域内への輸出は，ＥＵワイン醸造規則に適合したもの

しか認められず，適合している旨の公的機関による証明書を義務付けられていた。 

⇒新たに，ＥＵは「日本ワイン」の醸造方法を容認することとなった（補糖，補酸，

ぶどう品種の承認等）。 

⇒協定発効後は，「日本ワイン」の自由な流通・販売が可能となる。また，認可を受

けた業者による自己証明書の容認により，コスト負担が軽減される。 

（注）主要なワイン添加物について，日ＥＵそれぞれが申請手続きを開始する。これ

により，国内ワイン業者にとっても，ＥＵで承認されたワイン添加物が使用できるよ
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うになることが期待される。 

（参考）「日本ワイン」とは，国産ぶどうのみを原料とし，日本国内で製造した果実

酒をいう。国際的な認知の向上等のため，ワインの表示ルールとして策定された「果

実酒等の製法品質表示基準」において定義が定められている（平成２７年１０月）。 

・単式蒸留焼酎の容器容量規制の緩和を実現する。 

 これまで，７００㎖や１，７５０㎖等の決められた容量以外の容器は流通不可とな

っていた。 

⇒協定発効後は，焼酎の四合瓶や一升瓶での輸出が可能となる。 

・ＧＩ「日本酒」などの酒類ＧＩの相互保護を図る。 

⇒模造品等の流通が防止され，ブランド価値向上が期待できる。ＧＩ「日本酒」が保

護されることにより，日本酒と他国で製造された清酒がＥＵ域内で差別化されるなど，

将来にわたり日本酒のブランド価値保護が実現される。 

（たばこ・塩） 

・全ての品目の関税を即時撤廃することとなった。 

 

（２）工業製品 

（全体） 

 工業製品（経済産業省所管品目）について，品目数及び輸出額 

（ＥＵ向け約５．８兆円）で，１００％の関税撤廃を獲得した。 

 ＥＰＡ発効時点で，工業製品の無税割合が３８．５％から８１．７％に上昇する。 

 

（乗用車） 

 乗用車（現行税率１０％）は，関税を８年目に撤廃する。 

 

（自動車部品） 

 自動車部品（ギヤボックスの現行税率３．０％～４．５％，乗用車タイヤの現行

税率４．５％，エンジン関連部品の現行税率２．７％等）に関し，貿易額ベース

で９２．１％の即時撤廃で合意した。 

 これは，ＴＰＰにおける米国の譲許内容及び韓国ＥＵ・ＦＴＡにおける欧州の譲

許内容を上回る高い水準である。 

 

＜自動車部品の即時撤廃率＞ 

－日ＥＵ： 品目数：９１．５％，輸出額：９２．１％ 

－ＴＰＰ： 品目数：８７．４％，輸出額：８１．３％ 

－韓ＥＵ： 品目数：９２．７％，輸出額：９０．２％ 

 

（その他） 

 自動車・自動車部品に次ぐ主力分野である一般機械は，輸出額ベースで８６．６％，

化学工業製品は８８．４％，電気機器は９１．２％の即時撤廃を実現する。 

 １４％の高関税が課されていたカラーテレビは，関税を６年目に撤廃する。 
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２ 物品以外の市場アクセス 

（１）サービス 

 サービス分野の市場アクセスの改善については，特定の約束を行った分野のみ自

由化の対象となる「ポジティブ・リスト」方式の「サービスの貿易に関する一般

協定（ＧＡＴＳ）」と比較して，原則全てのサービス分野を自由化の対象とし，

自由化を留保する措置や分野を列挙する「ネガティブ・リスト」方式を採用した。 

 また，サービスの個別分野毎の自由化の内容についても，ＧＡＴＳと比較して，

ＥＵ側が自由化を約束した分野が拡大した。 

 なお，日本は，既存の国内法令に加え，社会事業サービス（保健，社会保障及び

社会保険等），初等及び中等教育サービス，並びにエネルギー産業等について包

括的な留保を行っており，必要な政策の裁量を確保した。 

 

（２）自然人の入国及び一時的な滞在 

 日ＥＵ双方が，設立目的の商用訪問者，投資家，企業内転勤者，契約に基づくサ

ービス提供者，独立の自由職業家，短期の商用訪問者，同行する配偶者及び子に

つき約束した。（下線は，ＧＡＴＳでＥＵが約束していない区分。） 

 

（３）投資 

 原則全ての分野を自由化の対象とし，自由化を留保する措置や分野を列挙するネ

ガティブ・リスト方式を採用し，透明性の高い自由化約束を確保した。 

 なお，日本は，既存の国内法令に加え，社会事業サービス（保健，社会保障及び

社会保険等），初等及び中等教育サービス，並びにエネルギー産業等について包

括的な留保を行っており，必要な政策の裁量を確保した。 
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（４）政府調達 

 日ＥＵ共にＷＴＯ政府調達協定（ＧＰＡ）に加盟していることから，ＧＰＡでそ

れぞれが約束している調達機関や物品・サービス等を基本とし，日ＥＵ供給者の

政府調達市場への参加を促進するため，日ＥＵ双方が市場アクセスの改善を実現

した。例えば，日本側は，都道府県・指定都市が設立する地方独立行政法人等に

対象を拡大，また，中核市の一般競争入札による一定基準額以上の調達（建設サ

ービスを除く）に限り，これまでどおり入札参加者の事業所の所在地を資格要件

として定めることを可能としつつ，ＥＵ供給者も参加できるようにするなど，Ｗ

ＴＯ等の現行の国際協定とは異なる特別なルールを適用する。ＥＵ側は，フラン

ス等の１３の国の調達機関を新たに対象として追加する。 

 日ＥＵともに競争力を有する鉄道分野の政府調達についても，市場アクセス拡大

のための措置を双方がとることとなり，日本側が安全注釈（運転上の安全に関連

する調達をＧＰＡの対象外とすることができる注釈）を撤廃し，ＥＵ側は，ＧＰ

Ａでは日本企業を除外できるとしている車両を含む鉄道産品の一部の調達市場

を日本に開放する。 
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Ⅲ ルール分野の概要 

（注：以下において，「締約者」とは，日本又は欧州連合（ＥＵ）を指す。） 

１ 総則 

（１）概要 
 本協定の目的，用語の定義，地理的適用の範囲，他の国際約束との関係等，協定

全般に関わる事項について規定する。 

 

（２）主な内容 
 目的 

 本協定が，日ＥＵ間の貿易及び投資を自由化及び促進し，両締約者のより緊密

な経済関係を推進することを目的とすることを規定する。 

 一般的定義 

 本協定において使用される主な用語の定義を規定する。 

 地理的適用 

 本協定の適用範囲を規定する。 

 租税 

本協定は，その規定を実施するために必要な範囲において課税措置に適用され

る一方，公平かつ効果的な租税の賦課及び徴収の確保を目的とする課税措置の採

用，維持又は執行を妨げるものと解してはならないこと等を規定する。 

 安全保障のための例外 

 本協定が，その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約者が

考える情報の提供を要求する，又は自国の安全保障上重大な利益の保護のために

必要と認める措置をとることを妨げる等と解してはならないことを規定する。 

 秘密の情報 

本協定は，秘密の情報であって，その開示が，法令の実施を妨げ，その他公共

の利益に反することとなり，又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害す

ることとなるものの提供を要求するものではないこと等を規定する。 

 義務の履行及び授権 

本協定の規定の実施のために必要な措置をとることを確保すること等を規定

する。 

 他の協定との関係 

 本協定が，日本とＥＵ又はＥＵ加盟国等との間で締結済みの協定を代替又は廃

止するものではないこと等を規定する。 
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２ 物品貿易 

（１）概要 
 物品の貿易に関し，譲許表に従い関税を撤廃又は削減することを規定するととも

に，物品の分類，内国民待遇，輸出入の制限，輸出税，輸出競争，輸出入許可手

続，輸出入に関する手数料及び手続，再製造品の取扱い等，物品の貿易を行う上

での基本的なルールについて規定する。 

 本分野の効果的な実施のために，特別委員会を設立することについて規定する。 

 

（２）主な内容 
ア 適用範囲及び定義 

 農業セーフガード 

締約者の原産品である農産品は，ＷＴＯ農業協定の下でとられる特別セーフガード

により課される税の対象としてはならないこと，本協定の下でとられる農産品について

の農業セーフガード措置は附属書に記載することを規定する。 

 

イ 内国民待遇及び物品の市場アクセス 
 物品の分類 

 締約者間で取引される物品の分類は，統一システムに適合したものとすること，

各締約者が，他方の締約者の原産品に対し，関税分類に関する法令の適用の統一

性を確保することを規定する。 

 内国民待遇 

 各締約者が，他方の締約者の産品に対し，１９９４年の関税及び貿易に関する

一般協定（ＧＡＴＴ：ガット）第３条の規定に従って内国民待遇を与えること等

を規定する。 

 輸入関税の削減又は撤廃 

 各締約者が，他方の締約者の原産品に関し，それぞれの譲許表に従って関税を

削減又は撤廃すること等を規定する。また，譲許表に定める特定の農水産品の取扱

いについて，本協定発効後５年目の年又は両締約者が合意する年のいずれか早い年

において，両締約者による見直しの検討の対象となること，各締約者が国際協定に基

づいて第三国に対して本協定よりも有利な取扱いを与えた場合であって，その結果と

して日本又はＥＵの市場における均衡に影響を及ぼすときには，各締約者は他方の

締約者に対して同等の待遇を与える観点から見直しの検討を行うこと等を規定する。 

 修理及び変更の後に再輸入される産品 

一方の締約者から他方の締約者に修理又は変更のために一時的に輸出され，再

輸入される産品について，当該産品の原産地に関わらず，関税を課してはならな

いこと等を規定する。 

 物品の一時輸入 

 締約者は，展覧会等の催しにおいて展示・使用される物品，職業用具，商品見本等，

その法令で特定又は条件付けられる物品について，一定の要件を満たす場合，一時

免税輸入を認めることを規定する。 
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 輸出税 

 いずれの締約者も，他方の締約者の領域への産品の輸出について，関税，内国

税，手数料その他の課徴金を維持し，又は採用してはならないこと等を規定する。 

 現状維持 

いずれの締約者も，他方の締約者の原産品について，譲許表に従って適用される

税率より関税を引き上げてはならないこと等を規定する。 

 輸出競争 

 締約者は，２０１５年１２月１９日の輸出競争に関する閣僚決定で表明された

約束を再確認すること等を規定する。 

 輸出入の制限 

 いずれの締約者も，他方の締約者の産品の輸入について，又は他方の締約者の

関税領域に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について，１９９

４年のガット第１１条及びその解釈に係る注釈の趣旨に従って，関税以外のいか

なる禁止又は制限も採用し，又は維持してはならないこと等を規定する。 

 また，特定の物品（鉱物資源）について，締約者が輸出禁止又は制限を採用す

る意図を有するときは，他方の締約者に書面による通報を行うほか，要請に応じ

て，他方の締約者との協議のための合理的な機会を提供すること等を規定する。 

 輸出入に関する手数料及び手続 

 １９９４年のガット第８条の規定に従い，各締約者が課するいかなる性質の，

又は輸出入に関連する全ての手数料及び課徴金が，提供された役務の費用の概算

額を限度とし，かつ，国内産品の間接的保護又は輸入に対する財政上の目的のた

めの課税とならないことを確保すること等を規定する。 

 輸出入許可手続 

 締約者が，ＷＴＯ輸入許可手続に関する協定における現行の権利・義務を確認

すること等を規定する。また，特定の物品（鉱物資源）に適用される輸出許可手

続について，同協定の非自動輸入許可手続に関する規定などが準用されること等

を規定する。他方の締約者の要請に応じて，手続の実施に関する問題について協

議を行い，かつ，結果について妥当な考慮を払わなければならないこと等につい

ても規定する。 

 再製造品 

 各締約者が，再製造品を新品として扱わなければならないこと等を規定する。 

 非関税措置 

本協定発効日から１０年後，又はいずれかの締約者の要請に基づき，締約者は，

本協定の枠組みで物品に係る非関税措置の問題が効果的に対処できていないかに

つき評価すること，この評価の結果として，共通の関心事項に関する約束範囲の拡大

又は追加的約束につき検討するため協議すること，及びこの協議に基づき，共通の関

心事項について交渉を開始できること等を規定する。 

 原産国表示 

各締約者がそれぞれの法令で定義された食料品，農産品又は水産品を除く物品に

対して義務的な原産国表示を適用する場合には，ＥＵにあっては，「Made in Japan」又
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は輸入国の現地の言語でこれに類する表示，日本国にあっては，「Made in EU」又は

日本語でこれに類する表示を受け入れること等を規定する。 

 

ウ ワイン 
（ア）概要 

 両締約者が，相手国・地域におけるワインのより自由な流通・販売を促進するた

めの規制撤廃，手続等を行うことを規定する。具体的には，（１）ＥＵが「日本ワ

イン」の醸造方法を承認すること，（２）「日本ワイン」のＥＵへの輸出に際し，

ＥＵが必要な証明に係る規制の緩和を行うこと，（３）日本とＥＵのそれぞれが相

手国・地域でワインに使用されている主要な添加物の指定に向けた手続を行うこ

と等を規定する。 

 

（イ）主な内容 
 一般原則 

本節に別段の規定がある場合を除き，両締約者間で取引されるワインの輸入及

び販売は，輸入する締約者の領域で適用される法令に従って実施されることを規

定する。 

 「日本ワイン」の醸造方法の承認 

ＥＵは，本協定発効日において，「日本ワイン」の醸造方法（補糖，補酸，ぶ

どう品種の承認等）を承認することを規定する。 

 ＥＵへの「日本ワイン」輸出証明に関する承認等 

ＥＵは，本協定発効日以降，独立行政法人酒類総合研究所が指定する日本のワ

イン生産者が自ら証明（ＥＵへのワインの輸出のため，ＥＵ法令上必要とされる

もの）を行うこと（自己証明という。）等を新たに承認することを規定する。 

日本は，本協定発効日以後，ＥＵ産ワインに対し，日本へのワイン輸出に必要

な証明を導入しないことを規定する。 

 添加物の指定に向けた手続 

日本及びＥＵが相手国・地域でワインに使用されている主要な添加物（日本の

添加物２５，ＥＵの添加物２８）の指定に向けた手続を行う。当該手続は，日本

及びＥＵのそれぞれの関係法令に従って行われることを規定する。 

これは，添加物の指定という結果及びその期限を約束したものではない。 

 レビュー，協議及びワインの自己証明の一時的な停止 

   両締約者は，添加物の指定に向けた手続に関する規定の実施について，本協定

発効日後２年間，少なくとも年１回共同でレビューを行うことを規定する。 

   本協定発効日から２年以内に一部の添加物の指定に向けた手続の規定に基づ

く通知が交換されない場合，両締約者は，実際的な解決策について合意するため

の協議を行うことを規定する。 

本協定発効日から２年以内に一部の添加物について日本において指定が行わ

れたという通知がＥＵに届かず，他方でＥＵにおいては然るべく添加物の指定が

行われたという通知が行われている場合，かつ，実際的な解決策について協議開
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始から３箇月以内に合意できない場合，ＥＵは，日本のワイン生産者による自己

証明を一時的に停止することができるとともに，この措置は，日本が添加物指定

の通知をＥＵに送付したとき直ちに解除されることについて規定する。これらの

規定は，日本及びＥＵのＳＰＳ協定の権利・義務を変更するものではないことを

規定する。 

 現状維持 

   いずれの締約者も，本節に規定されている事項に関し，本節又は本協定の署名

の時の国内法令に規定されているものを不利な形で改正しないことを約束する

ことを規定する。 

 

エ その他 
 情報交換 

本協定の実施の監視を目的として，両締約者は，この協定の効力発生後１０年間，

毎年，入手可能な最新の暦年の輸入統計を交換すること等を規定する。 

 関税上の特恵待遇の管理に関する特別措置 

締約者は，特定の物品について関税上の特恵待遇に係る組織的な関税法令違反

が行われていると認定し，かつ，他方の締約者がそのような違反の防止，探知及び対

処のために協力することを組織的かつ不当に拒否した場合，本協定に基づく関税上の

特恵待遇を一時的に停止できること等を規定する。 

 物品貿易に関する委員会 

 本章の規定の効果的な実施のために，物品貿易に関する委員会を設立すること

について規定する。 

 

（３）附属書 
ア 自動車に関する附属書 

 両締約者が，自動車及び自動車部品に関し，高い水準の安全，環境保護，エネル

ギー効率等を促進し，規制当局間協力及び非関税措置の悪影響の撤廃・防止を通

じて貿易と市場アクセスを促進するとともに，自動車基準調和世界フォーラム（Ｗ

Ｐ２９）における国際基準調和と国連規則に基づく型式認定の相互承認を強化す

ること等を規定する。具体的には，国連規則の適用，国内強制規格等，協力，セ

ーフガード，加速化された紛争解決等を規定する。 

 
イ 焼酎に関する附属書 

  日本において生産・瓶詰めされた単式蒸留焼酎は，ＥＵ市場において，四合瓶

又は一升瓶で流通することが許されることを規定する。 
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３ 原産地規則 

（１）概要 
 輸入される産品が，本協定に基づく関税の撤廃又は削減（関税上の特恵待遇）の

対象となる原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明

手続等について規定する。 

 本協定においては，原産品の累積と生産行為の累積との双方が利用可能な，いわ

ゆる完全累積制度を採用するほか，原産地証明制度に関しては，輸出者（本協定

では産品の生産者を含む。）の作成する原産地申告書又は輸入者の知識に基づく申

告により産品が原産品であることを証明する自己申告制度を採用している。 

 

（２）主な内容 
ア 原産地規則 

 原産品の要件 

 他の締約者の原産品に対する関税上の特恵待遇を適用するための要件を規定

する。 

 完全生産品 

 締約者において栽培され、収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物

性生産品等を，当該締約者における完全生産品とすることを規定する。 

 十分な変更とは見なされない作業又は加工 

 締約者における産品の生産において，非原産材料に対し，乾燥・冷凍等の保存

作業，包装の変更等，本協定に定める作業のみが行われる場合には，原産品とみ

なしてはならないことを規定する。 

 累積 

 一方の締約者の原産品とされる産品が，他方の締約者の産品の生産において材

料として使用される場合，当該一方の締約者の産品を当該他方の締約者の原産材

料とみなすこと，産品が他方の締約者の原産品であるかどうかを決定するに当た

り，一方の締約者において非原産材料について行われる生産を考慮することがで

きること等を規定する。 

 許容限度（僅少） 

 産品の生産において使用されている僅少の非原産材料が，品目別規則の要件を

満たさないときであっても，その産品が原産品であるとみなされる場合の要件を

規定する。 

 セット 

 統一システムの解釈に関する通則３(b)及び(c)の規定に従って関税分類が決

定されるセットは，全ての構成部分がこの章の規定に従って原産品とされる場合

には，締約者の原産品とすること，当該セットが，原産及び非原産の構成部分に

よって構成される場合であって，非原産の構成部分の価額が当該セットの工場渡

し価額又はＦＯＢ価額の１５パーセント以下であるときには，当該セット全体を

原産品とみなすことを規定する。 
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 変更の禁止（積送要件） 

 一方の締約者から輸出される原産品であって，他方の締約者において輸入申告

される原産品は，輸入申告される以前に，輸入時の性状から変更等されてはなら

ないこと等を規定する。 

 附属品，予備部品，工具及び解説資料その他の資料 

 産品が，完全に得られるかどうか又は品目別規則に定める加工の要件若しくは

関税分類の変更の要件を満たすかどうかを決定する場合には，一定の附属品，予

備部品，工具又は解説資料その他の資料については考慮しないこと等を規定する。 

 中立的な要素 

 産品が締約者の原産品であるかどうかを決定するに当たり，原産地を決定する

必要がないものの要素を規定する。 

 輸送用のこん包材料及びこん包容器 

 輸送用のこん包材料及びこん包容器については，産品が原産品であるかどうか

を決定するに当たって考慮しないことを規定する。 

 小売用の包装材料及び包装容器 

 産品を小売用に包装するための包装材料及び包装容器については，当該産品に

含まれるものとして分類される場合には，当該産品の生産に使用された全ての非

原産材料が品目別規則に定める適用可能な関税分類の変更若しくは特定の加工工

程の要件を満たしているかどうか又は当該産品が完全に得られるかどうかを決定

するに当たって考慮しないこと等を規定する。 

 

イ 原産地証明手続 
 関税上の特恵待遇の要求 

 関税上の特恵待遇の要求は，輸出者（本協定では産品の生産者を含む）の作成

する原産地申告書又は輸入者の知識に基づく申告に基づくものとすることを規定

する。 

 原産地申告書 

 原産地申告書は，産品が原産品であることを示す情報（当該産品の生産に使用

される材料の原産性に関する情報を含む。）に基づき，当該産品の輸出者（本協

定では産品の生産者を含む。）が作成することができること，当該輸出者は，作

成した原産地申告書の正確性及び提供した情報について責任を負うこと等を規

定する。 

 輸入者の知識 

 産品が原産品である旨の輸入者の知識は，当該産品が原産品であり，この章に

規定する要件を満たすことを示す情報に基づくものとすることを規定する。 

 記録の保管に関する義務 

 輸入される産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者が，関税上の特恵

待遇の要求に用いた文書がその要求の根拠となる場合には，当該文書を産品の輸

入の日から最低３年間保管すること等を規定する。 

 小口貨物及び原産地申告書等の免除 
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 産品が私人から私人に対して小口貨物として送付される場合又は旅行者の携帯

品の一部を成すときであって，一定の条件を満たす場合には，原産品として認め

られること等を規定する。 

 確認 

 輸入締約者の税関当局は，一方の締約者から他方の締約者に輸入される産品が

原産品であるかどうか又はこの章のその他の要件が満たされているかどうかを確

認するため，輸入申告の時又は産品の引取り前若しくは引取り後に，確認を行う

ことができること等を規定する。 

 運用上の協力 

 締約者は，この章の規定の適正な適用を確保するため，産品が原産品であるか

どうか及び本章に定める要件の遵守について確認するに当たり，税関当局を通じ

て相互に協力すること等を規定する。 

 不正行為の防止に関する相互支援 

 両締約者は，本章の規定の違反の疑いがある場合には，税関に係る事項におけ

る協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定に従って，

相互協力を行うことを規定する。 

 関税上の特恵待遇の拒否 

 輸入締約者の税関当局が，関税上の特恵待遇を与えることを拒否する場合の要

件を規定する。 

 秘密性 

 各締約者は、本章の規定に従って自らに提供される情報の秘密性をその法令に

従って保持するものとし、また、当該情報を開示から保護すること等を規定する。 

 行政上の措置及び制裁 

 締約者は，産品の関税上の特恵待遇を得るために誤った情報を含む文書を作成

する者等に対し，それぞれの法令に従って，行政上の措置及び適当な場合には制

裁を科すことを規定する。 

 

ウ 雑則 
 セウタ及びメリリャ（スペイン領の飛び地） 

 本章に基づく原産地規則及び原産証明手続は，日本からセウタ及びメリリャに

輸出される産品並びにセウタ及びメリリャから日本に輸出される産品に対して適

用すること等を規定する。 

 特別委員会の機能 

 税関に関連する事項及び原産地規則に関する特別委員会の任務を規定する。 

 経過措置 

 本協定の規定は，本章の規定に適合する産品であって，本協定の効力発生の日

に輸出締約者から輸入締約者に輸送中であり，又は輸入税を納付することなく輸

入締約者の税関当局の管理下にあるものについて適用することができるが，関税

上の特恵待遇の要求が本協定発効日から１２箇月以内に輸入締約者の税関当局に

対して行われることを条件とすることを規定する。 
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エ 附属書 
 品目別規則の注釈 

 本注釈は，原産品と認められるための品目別規則の内容として，関税分類変更

基準，加工工程基準，付加価値基準等を規定する。 

 

 その他の附属書 

   累積を行う際に生産者から取得すべき情報，原産地申告書に記載すべき事項，

アンドラ公国の産品（鉱工業品に限る。）とサンマリノ共和国の産品とに本協定

の原産地規則及び原産地証明手続の規定を準用すること等を規定する。 

 
 
 
４ 税関・貿易円滑化 

（１）概要 
  関税法令等について透明性及び予見可能性のある適用を確保すること，物品の

迅速な引取りを認めること，税関手続の要件及び作業の簡素化を図ることのほか，

事前教示，リスクに応じた管理，事後調査等について規定する。 

  貿易円滑化の促進や関税法令違反の防止を図るための税関当局間の協力につい

ても規定する。 

 

（２）主な内容 
 透明性 

 各締約者は，関税法令その他の貿易関連法令，貿易に関連する一般的な行政上

の手続及び関連する情報を，適当な場合には，インターネットによるものを含む

容易に利用可能な方法で公表すること，利害関係者からの照会に応じる照会所を

指定すること，税関当局等と貿易業者等との定期的な協議を実施すること，手数

料や課徴金に関する情報を公表すること等を規定する。 
 輸出入及び通過のための手続 

 各締約者は，関税法令その他の貿易関連法令を，予見可能性，一貫性及び透明

性があり，かつ無差別な態様で適用すること，税関手続を国際的な基準及び勧告

された慣行に適合させること，通関業者等の利用を義務付けないこと，法令で定

める基準を満たす業者に対して物品引取前の税関管理に関して有利な待遇を与

えること等を規定する。 

 物品の引取り 

 各締約者は，その法令の遵守を確保するために必要な期間内に迅速な物品の引

取りを許可することについて定め，物品の到着前に書類等を事前に電子的に提出

することを認め，かつ，関税等の最終的な決定の前に物品の引取りを認める税関

手続を採用し，又は維持することを規定する。 

 税関手続の簡素化 

 各締約者は，中小企業を含む貿易業者等のために税関手続の費用及び時間を削



- 20 - 
 

減するために税関手続の要件及び作業の簡素化に向けて努力すること，締約者の

法令で定めた基準を満たす貿易業者等が追加的な税関手続の簡素化の恩恵を受

けられる措置を採用し，又は維持すること等を規定する。 

 事前教示 

 各締約者は，電子的な様式を含む書面による要請がある場合に，税関当局を通

じ，関係する物品に与えられる待遇について事前の教示を行うこと等を規定する。

事前の教示は，物品の関税分類，物品の原産性，その他関税評価等，締約者が合

意する事項を対象とすることを規定する。 

 異議の申立て及び審査の請求 

 各締約者は，税関当局等が行政上の決定を行う対象となる全ての者に対し，異

議を申立て，又は審査を請求する権利を保障すること，かかる異義の申立て及び

審査は，効果的で，無差別で，容易に利用可能な方法で，合理的な期間内に実施

されること等を規定する。 

 リスクに応じた管理手法 

 各締約者は，その税関当局がリスクの高い物品の検査活動に集中できるように

し，及びリスクの低い物品の引取りを迅速化する，リスクに応じた管理手法の制

度を採用し，又は維持すること，リスクに応じた管理手法は適切な選定基準によ

るリスクの評価に基づき適用すること等を規定する。 

 通関後の監査（事後調査） 

 物品の引取りを迅速化するため，各締約者は，関税法令等の遵守を確保するた

めの通関後の監査（事後調査）を採用し，又は維持すること，通関後の監査（事

後調査）の結果をリスクに応じた管理手法を適用する際に利用すること，通関後

の監査（事後調査）の対象をリスクに応じた方法で選定すること等を規定する。 

 通過及び積替え 

 各締約者は，適切な管理を維持しつつ，他方の締約者からの通過物品若しくは

積替え物品，又は他方の締約者への通過物品若しくは積替え物品の移動を促進す

るための手続を採用し，又は維持することを規定する。 

 税関当局間の協力 

 両締約者の税関当局は，関税法令の遵守を確保しつつ貿易円滑化を促進し，サ

プライチェーン・セキュリティを改善するため，本章に定める事項について協力

を強化することを規定する。 

 一時輸入 

各締約者は，物品の一時輸入に当たり，その原産地に関わらず，国際条約の規

定に従い，他方の締約者によって発行されたＡＴＡカルネの利用を認めることを

規定する。 

 税関関連事項・原産地規則に関する特別委員会 

本分野の規定の効果的な実施のために，税関関連事項・原産地規則に関する特

別委員会を設立することについて規定する。 
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５ 貿易救済 

（１）概要 
  本協定に基づく関税の譲許により，特定の産品の輸入が増加し，国内産業に重

大な損害を与え，又はそのおそれがある場合，当該産品に対し，一時的に緊急措

置（セーフガード措置）をとることができることを規定するとともに，その発動

に当たり必要となる手続的要件（発動期間等の条件及び制限，調査の際の通報，

協議等）について規定する。 

  世界向けのセーフガード措置，ダンピング防止措置及び相殺関税措置について

も規定する。 

 

（２）主な内容 
 二国間セーフガード措置 

 本協定に基づく関税の引下げ又は撤廃の結果として原産品の輸入が急増した

ことにより，当該増加した数量が一方の締約者の国内産業に重大な損害又はその

おそれを引き起こしている場合には，一定の期間，本協定の下での関税譲許を一

時的に停止するか，一定の水準まで関税を引き上げることができることを規定す

る。その他，セーフガード措置の再発動の一定期間の禁止，発動期間等の条件と

制限，調査の際の通報，協議等を規定する。 

 世界向けのセーフガード措置 

 本協定における貿易救済に関するいかなる規定も，１９９４年のガット第１９

条及びセーフガードに関する協定に基づく世界向けのセーフガード措置をとる

ことを妨げるものではないこと等を規定する。 

 ダンピング防止措置及び相殺関税措置 

 １９９４年のガット第６条の規定，ダンピング防止協定及び補助金及び相殺措

置に関する協定に基づく自国の権利・義務を留保する旨等を規定する。その他，

透明性及び重要事実の開示，公共の利益の考慮，ダンピング調査を規定する。 
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６ 衛生植物検疫（ＳＰＳ）措置 

（１）概要 
 人，動物又は植物の生命又は健康を保護するために必要な措置を科学的な原則に

基づいてとる権利を認めた上で，各締約者が実施する衛生植物検疫措置が貿易に

対して不当な障害をもたらすことのないようにすることを確保する規定を設けて

いる。 

 具体的には，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の権利・義務の再確認，危険性の評価，輸入条

件，及び輸入手続，監査，施設のリスト化，地域的な状況に対応した調整，透明

性及び情報交換，技術的協議，措置の同等，緊急措置等について規定する。 

 本章の効果的な実施及び運用のために，特別委員会を設立することについて規定

する。 

 日本の制度変更が必要となる規定は設けられておらず，日本の食の安全が脅かさ

れることはない。 

 

（２）主な内容 
 ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の権利・義務の再確認 

 両締約者は，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定に基づく権利・義務を再確認すること，及び

本協定のＳＰＳに関する規定がＷＴＯ・ＳＰＳ協定の下での権利・義務に影響を

及ぼさないことを規定する。 

 権限ある当局と連絡窓口 

 本協定の効力発生時に，両締約者が，本章の実施に関する権限のある当局及び

当該当局の連絡窓口を互いに通知すること，並びにこれらの点に変更が生じた場

合にも改めて通知することを規定する。 

 危険性の評価 

 締約者は，ＳＰＳ措置が，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の関連規定に従った危険性の評

価に基づくことを確保することを規定する。 

 輸入条件，輸入手続及び貿易円滑化 

 承認及び許可の手続を含め，ＳＰＳ措置の実施を確認し及び確保するための輸

入手続に関し，それらの手続がＷＴＯ・ＳＰＳ協定に従って簡素化，迅速化され，

不当に遅延することなく実施されること，また，要求される情報は適切な管理，

検査及び承認の手続に必要なものに限られること等を規定する。 

 監査 

 本章の効果的な実施における信頼の醸成と維持のため，締約者は輸出締約者の

全部又は一部の検査・証明制度等の監査を実施する際に相互に支援すること等を

規定する。 

 施設のリスト化のための手続 

 輸入締約者により求められる場合には，輸出締約者の権限ある当局は，輸入締

約者の輸入条件を満たす施設のリストを作成及び更新し，並びに輸入締約者に同

リストを提供することを確保する等を規定する。 

 地域的な状況に対応した調整 
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 輸入締約者は，輸出締約者の要請に応じて輸入条件を定め又維持する場合には，

輸出締約者が定めた地域等を，輸入を承認又は維持する決定に向けた検討の基礎

として認めること等を規定する。 

 透明性及び情報交換 

 ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の関連規定に従い，締約者は，輸入条件を含むＳＰＳ措置，

並びに管理，検査及び承認手続の透明性を確保し，各締約者のＳＰＳ措置及びそ

れらの適用に関する相互の理解を強化し，並びに他方の締約者の妥当な要請に応

じてＳＰＳ措置及びそれらの適用についての情報提供を速やかに行うこと等を

規定する。 

 技術的協議 

 締約者は，人，動物若しくは植物の生命若しくは健康について，又は他の締約

者が提案若しくは実施する措置について重大な懸念を有する場合には，技術的協

議を要請することができることのほか，その技術的協議の手続等を規定する。 

 緊急措置 

 締約者が人，動物又は植物の生命又は健康を保護するために必要な緊急措置を

採用する場合には，当該締約者の権限ある当局は，当該措置を他方の締約者の当

局に直ちに通報すること，輸入締約者は，科学的な根拠無しに当該緊急措置を維

持しないことを確保すること等を規定する。 

 措置の同等 

 輸出締約者がその措置が輸入締約者のＳＰＳ上の適切な保護の水準を達成し

ていることを客観的に証明する場合には，輸入締約者は，当該輸出締約者の当該

ＳＰＳ措置を同等なものと認めること等を規定する。 

 衛生植物検疫に関する特別委員会 

本章の規定の効果的な実施のために，衛生植物検疫に関する特別委員会を設立

することついて規定する。 

 

（３）附属書 
 両締約者の食品添加物の指定手続について，透明性及び予見可能性の観点から，

関連ガイドラインの公表等，指定手続の明確化に関することを規定する。 
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７ 貿易の技術的障害（ＴＢＴ） 

（１）概要 
 強制規格，任意規格及び適合性評価手続が貿易の不必要な障害とならないように

するための手続や透明性の確保等を規定する。具体的には，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定

の再確認及び組込み，強制規格，国際規格，任意規格，適合性評価手続，透明性，

協力等について規定する。 

 本章の効果的な実施及び運用のために，特別委員会を設立することについて規定

する。 

 

（２）主な内容 
 ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の再確認と組込み 

 両締約者は，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定に基づく権利・義務を再確認するとともに，

同協定の特定の条文を本協定に組み込むことを規定する。 

 強制規格 

 強制規格を作成する際，締約者は，利用可能な代替案を評価すること，既存の

措置については適切な期間で見直すこと等を規定する。また，各締約者は，自国・

地域の全領域において，強制規格で定められた製品を市場で販売する要件を統一

的にかつ一貫性を確保して適用することを規定する。 

 国際規格 

 国際規格を作成し得る国際機関等の名称を例示しつつ，それらの機関が作成し

た規格は，ＷＴＯ・ＴＢＴ委員会の決定（「国際規格の６原則」）に規定された原

則及び手続に従うことを条件として，関連する国際規格として考慮されることを

規定する。また，国際標準化活動や先端分野における国際規格作成で協力するこ

とも規定する。 

 任意規格 

 各締約者は，国家標準化機関又は地域標準化機関が，国家規格又は地域規格を

立案，制定及び適用する際の規律（適正実施規準）を受入れ及び遵守することを

再確認すること等を規定する。 

 適合性評価手続 

 相互承認協定をはじめ，適合性評価手続の結果の受入れを促進するための広範

な仕組みが存在することを認め，それらに関する情報交換を行うこと，国際的な

協定又は取決めへの参加を検討すること，日欧ＭＲＡに従って相互承認の分野で

協力すること等について規定する。 

 透明性 

 締約者は，強制規格及び適合性評価手続案をＷＴＯに通報した後，原則として

６０日間，他方の締約者が意見をすることを許容すること，強制規格の公表と実

施の間に適当な期間を設けることとし，その「適当な期間」は，通常少なくとも

６箇月間とすることに合意することを規定する。 

 市場の監視 

 締約者は，市場の監視及び執行活動について情報を交換すること，市場の監視
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を実施する当局と，製造者，輸入者及び流通者を含む関係者の利益相反がないこ

とを確保すること等を規定する。 

 証票及びラベル 

 締約者は，強制規格が証票及びラベルによる表示に関する要件を含み又は当該

要件のみを扱い得ることに留意することを規定する。 

 協力 

 締約者は，任意規格，強制規格及び適合性評価手続の分野で協力を強化するこ

と等について規定する。 

 連絡部局及び貿易の技術的な障害に関する特別委員会 

締約者は，日本国政府及び欧州委員会に連絡部局を指定すること，貿易の技術

的な障害に関する特別委員会を設立することについて規定する。 

 

 

 

８ サービスの貿易・投資自由化・電子商取引 
（１）概要 

 投資自由化，国境を越えるサービスの貿易，電子商取引に関する全体的な枠組み

のほか，金融サービス（金融規制協力を含む。），電気通信サービス，郵便･クー

リエサービス，国際海上運送サービス等の分野別の枠組み，及び自然人の入国及

び一時的な滞在に関する枠組みを規定する。 

 

（２）主な内容 
ア 総則 

 特別委員会 

本章の効果的な実施及び運用のために，サービスの貿易・投資自由化・電子商

取引に関する特別委員会を設立することについて規定する。 

 見直し 

各締約者は，適当な場合には，留保表に規定されている適合しない措置の削減

又は除去のために努力すること，及び締約者は，本章の規定の改善のため法的枠

組み及び投資環境を見直すことを規定する。 

 

イ 投資自由化 

（ア）概要 
 直接投資（ＦＤＩ）を行う企業家及び設立した企業を対象として，企業の設立・

運営段階の内国民待遇及び最恵国待遇のほか，市場アクセスの付与，特定措置の

履行要求の禁止等について規定する。 

 投資については，原則として，全ての分野を自由化の対象とし，自由化を留保す

る措置や分野を列挙するネガティブ・リスト方式を採用し，透明性の高い自由化

約束を確保している。 

 それに加え，協定発効後に自由化の程度をより悪化させないことを約束する，い
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わゆるラチェット条項を採用し，法的安定性と予見可能性を高めている。 

 なお，日本は，既存の国内法令に加え，社会事業サービス（保健，社会保障及び

社会保険等），初等及び中等教育サービス，並びにエネルギー産業等について包

括的な留保を行っており，必要な政策の裁量を確保している。 

 

（イ）主な内容 
 市場アクセス 

 いずれの締約者も，他方の締約者の企業家及び企業に対する数量等の制限，又

は法定の事業体若しくは合弁企業について特定の形態を制限し若しくは要求す

る措置を維持し，又は採用してはならないことを規定する。 

 内国民待遇 

 各締約者は，他方の締約者の企業家及び企業に対し，同様の状況にある自国の

企業家及び企業に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを規定する。 

 最恵国待遇 

 各締約者は，他方の締約者の企業家及び企業に対し，同様の状況において非締

約者の企業家及び企業に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを規定

する。 

 経営幹部・取締役会 

 いずれの締約者も，締約者の企業に対し，特定の国籍の者を役員，管理職又は

取締役に任用することを要求してはならないことを規定する。 

 特定措置の履行要求 

 いずれの締約者も，その領域における企業の設立又は運営に関し，現地調達，

技術移転，ライセンス契約における特定の使用料等の採用等，特定措置の履行要

求を課し，また当該事項を約束し又は履行することを強制してはならないこと等

について規定する。 

 適合しない措置 

 市場アクセス，内国民待遇，最恵国待遇，経営幹部・取締役会及び特定措置の

履行要求の禁止規定は，附属書Ⅰ（現在留保）の表に記載される現行の非適合措

置には適用しないこと，附属書Ⅱ（将来留保）の表に記載される分野等に関する

措置には適用しないこと等を規定する。なお，附属書Ⅰ（現在留保）の表に記載

される措置の改正は，当該改正の直前における当該措置と上記規定の義務との適

合性の水準を低下させないものに限ることを規定する（いわゆるラチェット条項）。 

 利益の否認 

   非締約者の自然人又は法人によって所有され，又は支配される他の締約者の企

業家や企業に対して，一定の場合にこの章の規定による利益を否認できることを

規定する。 

 附属書 

 附属書Ⅰ（現在留保）には，市場アクセス，内国民待遇，最恵国待遇，経営幹

部・取締役会及び特定措置の履行要求の禁止規定に適合しない現行措置，附属書

Ⅱ（将来留保）には，当該規定が適用されない分野等がそれぞれ記載される。 
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※ 投資保護規律及び投資紛争解決手続は継続協議。 

 

ウ 国境を越えるサービスの貿易 
（ア）概要 

 越境の態様によるサービスの提供及び海外消費の態様によるサービスの提供に関

し，市場アクセス，内国民待遇及び最恵国待遇の義務について規定する。 

 国境を越えるサービスの貿易については，投資と同様，原則として，全ての分野

を自由化の対象とし，自由化を留保する措置や分野を列挙するネガティブ・リス

ト方式を採用している。これは，ＷＴＯサービスの貿易に関する一般協定（ＧＡ

ＴＳ）が採用しているポジティブ・リスト方式（市場アクセス及び内国民待遇等

の義務を約束する分野のみを列挙する方式）と比較して透明性が高い。 

 それに加え，協定発効後に行う措置の改正で自由化の程度をより悪化させないこ

とを約束する，いわゆるラチェット条項を採用し，法的安定性と予見可能性を高

めている。 

 なお，日本は，既存の国内法令に加え，社会事業サービス（保健，社会保障及び

社会保険等），初等及び中等教育サービス，並びにエネルギー産業等について包括

的な留保を行っており，必要な政策の裁量を確保している。 

 

（イ）主な内容 

 適用範囲 

国境を越えるサービスの貿易に関する規律の適用範囲について規定する。なお，

内航海運，航空サービスの一部，政府調達，音響・映像サービス及び補助金につ

いては適用しないことを規定する。 

 市場アクセス 

いずれの締約者も，サービス提供者の数等の制限，及び法定の事業体若しくは

合弁企業について特定の形態を制限し若しくは要求する措置を採用し又は維持し

てはならないことを規定する。 

 内国民待遇 

各締約者は，他方の締約者のサービス及びサービス提供者に対し，自国・地域

の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与え

ることを規定する。 

 最恵国待遇 

各締約者は，他方の締約者のサービス及びサービス提供者に対し，同様の状況

において非締約者のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない

待遇を与えることを規定する。 

 適合しない措置 

市場アクセス，内国民待遇及び最恵国待遇の規定は，附属書Ⅰ（現在留保）の

表に記載される現行の措置には適用しないこと，附属書Ⅱ（将来留保）の表に記

載される措置には適用しないこと等を規定する。なお，附属書Ⅰ（現在留保）の

表に記載される措置の改正は，当該改正の直前における当該措置と上記規定の義
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務との適合性の水準を低下させないものに限ることを規定する（いわゆるラチェ

ット条項）。 

 利益の否認 

締約者は，非締約者の自然人又は法人によって所有又は支配される他の締約者

のサービス提供者及びサービスに対し，一定の場合にこの章の規定による利益を

否認できることを規定する。 

 附属書（投資自由化に関する附属書と共通。） 

 附属書Ⅰ（現在留保）には，市場アクセス，内国民待遇，及び最恵国待遇の規

定に適合しない現行措置，附属書Ⅱ（将来留保）には，当該規定に適合しない措

置をそれぞれ規定する。 

 

エ 自然人の入国及び一時的な滞在 
（ア）概要 

 締約者間の商用目的を有する自然人の入国及び一時的な滞在の許可，許可の要件

及び透明性の向上等について規定する。また，当該自然人の入国及び一時的な滞

在に関する分野毎の約束を規定する。 

 

（イ）主な内容 
 総則及び適用範囲 

この節の規定は，締約者の自然人の他方の締約者の領域への入国及び一時的な

滞在に影響を及ぼす措置について適用すること，労働及び社会保障措置に関する

締約者の法令の全ての要件は，最低賃金等に関する規制を含め，適用され続ける

こと等について規定する。 

 一般的義務 

各締約者は，この節の規定に従って，当該締約者の出入国管理法令を遵守する

商用目的の他方の締約者の自然人の入国及び一時的な滞在を許可すること等を規

定する。 

 透明性 

各締約者は，自然人の入国及び一時的な滞在に関する情報を公に利用可能にす

ること，当該情報には，可能な場合には，査証等の種別，必要書類及び申請方法

等を含めること，新たないかなる要件及び手続の導入又はいかなる要件及び手続

の変更についても，速やかに他方の締約者に通知するよう努めることを規定する。 

 連絡部局 

締約者は，この節の規定の効果的な実施及び運用のため，連絡部局を指定する

こと等について規定する。 

 設立目的の商用訪問者，企業内転勤者，投資家，契約に基づくサービス提供者，

独立の自由職業家及び短期商用訪問者 

各締約者は，附属書に規定する約束に従い，他方の締約者の設立目的の商用訪

問者，企業内転勤者，投資家，契約に基づくサービス提供者，独立の自由職業家

及び短期商用訪問者の入国と一時的滞在を許可すること等について規定する。 
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 附属書 

附属書には，設立目的の商用訪問者，企業内転勤者，投資家，短期商用訪問者，

契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家の入国区分に関し，許可され

得る滞在期間，従事することができる業務内容等，締約者毎の約束を規定する。 

 

オ 規制の枠組み 
（ア）概要 

 国内規制及び一般に適用される規定のほか，郵便・クーリエサービス，電気通信

サービス，金融サービス及び国際海上運送サービスの各サービス分野特有の状況

に対処するため，合計４つの実体分野の規制の枠組みについて規定する。 

 

（イ）主な内容 
 国内規制 

国境を越えるサービスの貿易及び投資等に影響を及ぼす免許要件，免許の手続，

資格要件，資格の審査に係る手続及び技術上の基準に関連する措置が，客観的な

かつ透明性のある基準等に基づくこと等を規定する。 

 一般に適用される規定 

各締約者は，一般に適用される全ての措置であって，サービスの貿易に影響を

及ぼすものが合理的，客観的及び公平な態様で実施されることを確保すること等

について規定する。 

 郵便・クーリエサービス 

各締約者は，ユニバーサルサービス義務を負う郵便及びクーリエサービスの提

供者が，一定の内部相互補助により，違法な私的独占に該当する方法で他の企業

の事業活動を排除しないこと等を確保すること，国境手続に関し，国際クーリエ

サービスに不当に不利な待遇を与えないこと等，郵便・クーリエサービスの提供

に関する規制の枠組みについて規定する。 

 電気通信サービス 

公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス及び利用，移動端末サー

ビスの番号ポータビリティ，公衆電気通信の伝送サービスの再販売，公衆電気通

信の伝送網又は伝送サービス提供者間の相互接続，競争条件の確保のためのセー

フガードを始めとする主要なサービス提供者に関する義務，規制当局の独立性及

び公平性，電気通信ネットワーク又はサービスを提供するための許可，希少な資

源の分配及び利用，電気通信に関する紛争解決，国際移動端末ローミング等につ

いて規定する。 

 金融サービス 

新たな金融サービス，自主規制団体，支払及び清算の制度へのアクセス許可，

郵便保険事業体による保険サービスの提供等について規定する。なお，金融サー

ビスの規定は，社会保障制度又は公的年金計画に係る法律上の制度の一部を形成

する活動（公的医療保険を含む。）等には適用されない旨も規定する。 

 金融規制協力 
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締約者は，金融サービスに関する規制及び監督の枠組みの相互依拠の実現に向

けて努めること等について規定するとともに，金融規制協力の枠組みについて，

事前の情報交換及び協議のメカニズム等を規定する。 

 国際海上運送サービス 

締約者によるカーゴ・シェアリングに係る取決めの採用又は維持を禁止する規

定のほか，他方の締約者の国際海上運送サービス提供者に対し，自国・地域のサ

ービス提供者に与える条件よりも不利でない設立及び運営条件に基づく自国・地

域での企業の設立の許可を与えること，水先案内等，自国の港における特定のサ

ービスを合理的かつ無差別的な条件で他方の締約者の国際海上運送サービス提供

者に利用可能なものとすること等について規定する。 

 

カ 電子商取引 
（ア）概要 

 日ＥＵ間における電子的な送信に対する関税賦課の禁止，ソース・コード開示要

求禁止，電子商取引の利用に係る消費者保護に係る措置を採用・維持することの

重要性，電子認証・電子署名や電子的な手段による契約であることのみを理由と

した法的有効性の否定の禁止等について規定する。 

 そのほか，電子商取引に影響を及ぼす国内規制措置，要求されていない商業上の

電子メッセージ（迷惑メール）に関する措置等について規定する。 

 

（イ）主な内容 
 関税 

 いずれの締約者も，電子的な送信に対して関税を賦課してはならないことを規

定する。 

 ソース・コード 

 いずれの締約者も，他方の締約者の者が所有するソフトウェアのソース・コー

ドの移転又は当該ソース・コードへのアクセスを要求することができないことを

規定する。 

 国内規制 

 各締約者が，一般に適用される全ての措置であって電子商取引に影響を及ぼす

ものが，合理的，客観的及び公平な方法で実施されることを確保することを規定

する。 

 電子的手段による契約の締結 

いずれの締約者も，電子的な取引を規制する措置について，契約が電子的な手

段による締結であることのみを理由として，当該契約の法的効力等を否定する措

置を採用し，又は維持してはならないこと等を規定する。 

 電子認証及び電子署名 

 各締約者は，署名が電子的な形式によるものであることのみを理由として当該

署名の法的な有効性を否定してはならないこと，いずれの締約者も，電子的な取

引の当事者が当該取引のための適当な認証の方式を相互に決定することを禁止
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する等の措置を採用し，又は維持してはならないこと等を規定する。 

 消費者保護 

 締約者は，電子商取引に適用される消費者保護の措置を採用し又は維持するこ

との重要性，電子商取引に関連する消費者保護に権限を有する当局間で消費者保

護を促進するために協力することの重要性等を認めることを規定する。 

 要求されていない商業上の電子メッセージ（迷惑メール） 

 各締約者は，要求されていない商業上の電子メッセージに関し，各締約者の法

令によって特定された方法により，メッセージを受信することへの事前同意を受

信者から要求する措置を採用し又は維持すること等を規定する。 

 自由なデータ流通 

 締約者は，本協定の発効後３年以内に，自由なデータ流通に関する条項を含め

る必要性を再評価することを規定する。 

 

 

 

９ 資本移動・支払・移転 

（１）概要 
 日ＥＵ間で行われる資本の移動や資金の支払い等は原則自由に行われること，一

定の特別な状況が生じた場合にこれを例外的に制限できるセーフガード措置等

について規定する。 

 

（２）主な内容 
 資本の移動及び資金の支払い等の自由 

 各締約者は，一定の場合を除くほか，自国の領域に向けた又は自国の領域から

なされる資本の移動や資金の支払い等が両替可能な通貨で，自由に，かつ，遅滞

することなく行われることを許可すること等を規定する。 

 一時的セーフガード措置 

 本協定のいずれの規定も，締約者が，国際収支及び対外支払に関して重大な困

難が生ずる場合等に，経常勘定取引及び資本の移動に関する資金の移転等につい

て制限的な措置を採用し，又は維持することを妨げるものと解してはならないこ

と，一時的セーフガード措置はＩＭＦやＷＴＯの関連規定と整合的でなくてはな

らないこと，他の締約者に通報の上協議を行うこと等を規定する。 
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１０ 政府調達 

（１）概要 
 本協定が対象とする調達機関が，基準額以上の物品・サービスを調達する際の規

律を規定する。具体的には，日ＥＵが共に加入しているＷＴＯ政府調達協定(ＧＰ

Ａ) を基本とし，本協定の適用対象となる調達の入札の手続，調達手続における

透明性・公平性を確保するためのメカニズム，適用範囲の修正・訂正の手続等に

ついて規定する。 

 本章の効率的で円滑な実施を確保するための委員会の設置及び照会所の設置につ

いて規定する。 

 

（２）主な内容 
 ＧＰＡの組込み 

 ＧＰＡを本協定の政府調達分野に組み込むこと，これらについても本協定の紛

争解決手続の適用対象となることを規定する。 

 ＧＰＡに追加される適用範囲 

 附属書に特定するＧＰＡの条項は，附属書が掲げる調達（ＧＰＡに追加して本

章の適用対象とするもの。）に適用することを規定する。 

 ＧＰＡに追加される規律 

 ＧＰＡの附属書に掲げる調達及び本協定の附属書に掲げる調達に対し，適用す

る追加的な規律を規定する。その主な内容は以下のとおり。 

 公示の公表 

 調達計画又は調達予定は，インターネット上のシングルアクセスポイント

を通じて無料で閲覧できることを規定する。 

 参加のための条件 

 調達機関は，国内法に定めがある場合を除き，他方の締約者において設立

された供給者が自然人又は法人であるかのみをもって，当該供給者の入札へ

の参加を排除してはならないことを規定する。また，調達機関は，入札参加

条件を設定するに当たり，調達の要件を満たすために不可欠な関連する過去

の経験を要求することができるが，自国・地域の領域でかかる過去の経験が

得られていることを条件として課してはならないことを規定する。 

 供給者の資格の審査 

 締約者が供給者の登録制度を維持する場合，関心を有する供給者はいつで

も登録を申請することができ，調達機関は登録が行われたか否かに関し，供

給者に情報を提供することを規定する。また，我が国の経営事項審査制度に

基づき，ＥＵの供給者が審査されるときは，日本は，かかる審査を実施する

当局が差別的でない態様で評価すること等を確保することを規定する。 

 選択入札 

 調達機関が入札において供給者の数を制限する場合においては，入札書を

提出することを許可される供給者の数は，調達制度の運用の効率性に影響を
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与えない範囲で競争を確保することを規定する。 

 試験結果 

 技術仕様の基準等への適合性を判断するために適合性評価機関の試験結

果等の提出を要求する場合には，各締約者（調達機関を含む。）は，相互承

認協定（ＭＲＡ）の規定に従って，他方の締約者の適合性評価機関が実施し

た適合性評価手続の結果を受け入れること等を規定する。 

 国内の審査のための手続 

 苦情申立ての審査機関は供給者からの苦情申立てを，無差別な，時宜を得

た，透明性のある，かつ，効果的な態様で審査し，違反又は不遵守があった

旨決定する場合には，審査機関は入札時における差別的な仕様の削除等の是

正措置をとることができること等を規定する。 

 適用範囲の修正及び訂正 

 適用範囲の対象を修正する際の異議申立て，協議等及び適用範囲の対象を訂正

する際の通報等に係る手続を規定する。ＧＰＡの附属書Ⅰに関し同第１９条に従

って修正・訂正が有効となる場合は，当該修正・訂正は自動的に本協定の政府調

達分野において有効となることを規定する。 

 政府調達に関する委員会 

本分野の規定の効果的な実施のために，政府調達に関する委員会を設立するこ

とについて規定する。 

 

（３）附属書 
 ＧＰＡの適用範囲に追加してこの章の適用を受ける政府調達の対象範囲を日ＥＵ

それぞれについて記載する。これら追加的な対象範囲に対して適用するＧＰＡの

条文番号を列挙する。 
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１１ 反トラスト及び企業結合 

（１）概要 
 公正で自由な貿易・投資を確保するために，反競争的行為に対して適切な措置を

とること及び反競争的行為に対し当局間で互いに協力すること等について規定す

る。 

 

（２）主な内容 
 原則 

 締約者は，締約者間の貿易及び投資関係における公正で自由な競争の重要性を

認識するとともに，反競争的行為が市場の適切な機能を歪め，貿易及び投資の自

由化による利益を損なうおそれがあることを認めることを規定する。 

 反競争的行為 

 各締約者は，本協定の原則を達成するため，国内法令に従い，反競争的行為に

対して適当と認める措置をとることを規定する。 

 法的枠組み 

 各締約者は，経済活動に従事する全ての企業に適用され，かつ，反競争的行為

に効果的な様態で対処する競争法を維持すること等を規定する。 

 運用上の独立 

 各締約者は，競争法の効果的な執行について責任及び権限を有する運用上独立

した当局を維持することを規定する。 

 無差別待遇 

 各締約者は，競争法の適用に当たり，企業の国籍及び所有の形態に関わらず，

全ての企業に対する無差別原則を尊重することを規定する。 

 手続の公正な実施 

 各締約者は，競争法の適用に当たり，企業の国籍及び所有の形態に関わらず，

全ての企業に対する手続の公正な実施の原則を尊重することを規定する。 

 透明性 

 各締約者は，透明性のある様態で競争法を適用するとともに，競争政策の透明

性を促進することを規定する。 

 執行協力 

 締約者は，競争政策の進展及び執行活動に関し，日ＥＣ独占禁止協力協定の枠

組みにおいて，競争当局間で協力及び調整を促進することが共通の利益になるこ

とを認めること等を規定する。 

 紛争解決手続の不適用 

 本協定の紛争解決手続が，競争に関する規定について適用されないことを規定

する。 
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１２ 補助金 

（１）概要 
 自由な貿易・投資を確保するために，一定の条件を満たす補助金について，通報，

協議，一定の類型の補助金の禁止等を規定する。 

 

（２）主な内容 
 原則 

 締約者は，公共政策の目的を達成するために必要なときは補助金を交付するこ

とができること，しかしながら，一定の補助金は市場の適切な機能を歪め，貿易

及び投資の自由化による利益を損なうおそれがあることを認めること等を規定

する。 

 通報 

 各締約者は，当該締約者が交付し又は維持している一定の条件を満たす補助金

に係る法的根拠，形式，金額又は予算及び，適当な場合には，受給者の名称を２

年に一度英語にて他方の締約者に通報すること等を規定する。 

 協議 

 一方の締約者が，他方の締約者の補助金が貿易又は投資の利益に著しい悪影響

を及ぼしている又はそのおそれがあると考える場合には，一定の条件を満たすこ

とにより，両締約者は協議を開始すること等を規定する。 

 禁止される補助金 

 政府又は公的機関が期間及び金額に関する制限なしに企業の債務を保証する

法的又はその他の取決め，並びに確かな再建計画なく破綻企業又は経営不振企業

に交付する補助金のうち，貿易又は投資に著しい悪影響を及ぼし又は及ぼし得る

ものを禁止することを規定する。 

 補助金の用途 

 各締約者は，企業が交付された補助金の特定の目的のためにのみ当該補助金を

使用することを確保することを規定する。 

 紛争解決手続の不適用 

 本協定の紛争解決に関する手続は，補助金の協議の結果に関しては適用されな

いことを規定する。 
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１３ 国有企業 
（１）概要 

 自由な貿易・投資を確保するために，国有企業，指定独占企業等が，物品又はサ

ービスを購入し，又は販売するに当たり，商業的考慮に従って行動すること，及

び他方の締約者の企業に対して内国民待遇を与えることを確保することのほか，

規制の枠組み，情報交換等について規定する。 

 

（２）主な内容 
 一般規定 

 この章の規定は，締約者が国有企業，指定独占企業等を新たに設立し又は維持

すること等を妨げるものではないこと等を規定する。 

 無差別待遇及び商業的考慮 

 各締約者は，国有企業，指定独占企業等が物品又はサービスを購入し又は販売

するに当たり，一定の場合を除き商業的考慮に従って行動すること，他方の締約

者の企業の物品又はサービスに対し，自国・地域の企業の同種の物品又はサービ

スに与えるものよりも不利でない待遇を与えることを確保すること等を規定す

る。 

 規制の枠組み 

 締約者は，ＯＥＣＤ国有企業のコーポレート・ガバナンスに関するガイドライ

ンを含む，関連する国際的な基準の活用を尊重し及び最大限利用すること，規制

当局等がその規制するいかなる企業からも分離され，その規制するいかなる企業

に対しても責任を負わず，かつ，全ての企業に関し，同種の環境において中立的

に行動することを確保すること等を規定する。 

 情報交換 

 締約者は，他方の締約者の国有企業，指定独占企業等が締約者の利益に悪影響

を及ぼしていると締約者が信じるに足りる理由がある場合には，他方の締約者に

対して情報提供を要請することができること等を規定する。 
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１４ 知的財産 

（１）概要 
 本章は，特許，商標，意匠，著作権及び関連する権利，地理的表示，植物の新品

種，営業上の秘密及び医薬品等の開示されていない試験データその他のデータ等

の知的財産を対象とする。 

 日ＥＵ双方とも既に高いレベルの知的財産保護制度を有しているところ，これら

の知的財産について，知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協

定）よりも高度又は詳細な規律を定める観点から，知的財産に関する制度の運用

における透明化，十分かつ効果的な実体的権利保護を確保するとともに，知的財

産の権利行使，協力及び協議メカニズム等について規定し，知的財産の保護と利

用の推進を図る内容となっている。 

 地理的表示(ＧＩ)について、農産品及び酒類ＧＩの保護のための双方の制度と対

象を確認し，ＴＲＩＰＳ協定第２３条と概ね同等の高いレベルでの相互保護を規

定する。 

 

（２）主な内容 
ア 一般規定 

 国際協定，内国民待遇，最恵国待遇，手続事項及び透明性，知的財産の保護に関

する啓発の促進等について規定する。 

 

イ 知的財産に関する基準 
 著作権及び関連する権利 

 著作者，実演家，レコード製作者及び放送機関の権利の保護，著作物等の保護

期間の延長（著作者の死後７０年等），権利の制限と例外等について規定する。 

 商標 

 商標権者の排他的権利及び例外，商標を表示するラベル・パッケージを商標権

者の許諾を得ずに製造・輸入等する行為の禁止，周知商標の保護について規定す

る。 

 地理的表示(ＧＩ) 

附属書に掲載される双方の農産品及び酒類のＧＩにＴＲＩＰＳ協定第２３条と

概ね同等の高いレベルの保護を与えること等を規定する。  

権限のある当局に対し，自国・地域の法令に従い，職権で又は関係者の要請に

応じて，附属書に掲載されるＧＩを保護するために必要な措置をとる権限を与え

ることを規定する。 

知的財産に関する委員会において，附属書に掲載されるＧＩのリストを修正す

ることができることを規定する。 

附属書に掲載されるＧＩの保護の継続に影響を与える事由が生じた場合に，要

請に応じて締約者間で協議を行うことを規定する。 

 意匠 

 意匠権者の排他的権利及び例外，秘密意匠制度，意匠権の存続期間等について
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規定する。 

 未登録の商品形態 

 商品の形態の模倣行為に対して法的救済手段を設けることを規定する。 

 特許 

 特許権者の排他的権利及び例外，特許制度の国際調和に向けた協力，審査結果

の相互利用促進に向けた協力等について規定する。また，医薬品及び農薬に係る

特許の保護期間延長について規定する。 

 営業上の秘密及び開示されていない試験データその他のデータ 

 営業上の秘密の不正取得・開示・使用に対する保護，医薬品及び農薬の販売承

認手続における試験データの保護等について規定する。 

 植物の新品種 

 植物の新品種の保護に関する国際条約（ＵＰＯＶ）の１９９１年改正条約上の

権利・義務に従い，植物新品種の保護を与えることについて規定する。 

 不正競争 

 不正競争行為に対する効果的な保護，ドメイン名（国別トップレベルドメイン）

の不正登録行為に対する救済措置等について規定する。 

 

ウ 知的財産の権利行使 
 民事上の救済に係る権利行使 

 知的財産侵害に対する民事上の救済手続に関し，証拠保全措置，暫定的・予防

的措置，差止命令，損害賠償等について規定する。 

 営業上の秘密の不正使用に対する権利行使 

 営業上の秘密の不正使用に対する民事上の救済手続に関し，差止命令，損害賠

償，秘密保持命令等について規定する。 

 国境措置に係る権利行使 

 税関における知的財産侵害物品の差止申立制度，職権による水際取締り，権利

者への情報提供，税関当局間の協力等について規定する。 

 

エ 協力及び協議メカニズム 
 協力 

 知的財産分野において，情報交換，経験及びスキルの共有その他の形態等によ

る協力を行うことについて規定する。 

 知的財産に関する委員会 

本章の規定の効果的な実施のために，知的財産に関する委員会を設立すること

について規定する。 
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１５ コーポレート・ガバナンス 

（１）概要 
 健全なコーポレート・ガバナンス（企業統治）の発展という観点から，日ＥＵ双

方の既存の制度等を踏まえ，各国の状況に応じた柔軟な対応を確保できる規定と

すべきとの方針で，一般原則を定めるとともに，株主の権利，取締役会の役割及

び株式の公開買付等に係る基本的要素について規定する。 

 

（２）主な内容 
 一般原則 

 上場会社に関する重要な事項の適時かつ正確な情報開示を行うコーポレー

ト・ガバナンスの枠組みの重要性や経営陣及び取締役会の説明責任の重要性に係

る認識等を規定する。 

 株主の権利 

 締約者のコーポレート・ガバナンスの枠組みには，株主総会での議決権や取締

役会の構成員の選解任に関する株主の権利の効果的な行使の保護及び円滑化を

目的とする規定を含めること等を規定する。 

 取締役会の役割 

 締約者のコーポレート・ガバナンスの枠組みには，取締役会による経営陣の実

効的監督，株主への取締役会の説明責任の確保及び取締役会の構成等に係る十分

な情報開示の確保を目的とする規定を含めることを規定する。 

 株式の公開買付け 

 透明な価格及び公正な条件の下で上場会社の株式の公開買付けが行われるこ

とを可能とすることを目的とする規則及び手続を提供することを規定する。 

 紛争解決手続の不適用 

 本協定の紛争解決手続が，コーポレート・ガバナンスに関する規定について適

用されないことを規定する。 
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１６ 貿易と持続可能な開発 

（１）概要 
 貿易と持続可能な開発に関わる環境や労働分野に関し，労働者の基本的権利（結

社の自由・団体交渉権，強制労働の撤廃，児童労働の廃止，雇用・職業に関する

差別の撤廃）の尊重，貿易又は投資に影響を及ぼす態様による環境・労働関係法

令からの逸脱の禁止，環境・労働に関連する国際約束の重要性の確認，環境技術

の促進等における日ＥＵ間での協力促進について規定する。 

 本章の効果的な実施のための特別委員会の設立のほか，市民社会との共同対話の

開催等について規定する。 

 

（２）主な内容 
 目的 

 両締約者は，アジェンダ２１等の環境や労働に係る成果文書を考慮に入れつつ，

現在及び将来の世代の福祉のための持続可能な開発に貢献する形で，国際貿易の

発展を促進する重要性を認識すること等について規定する。 

 規制する権利及び保護水準 

 各締約者は，法令及び関連政策が高い水準の環境及び労働保護を定めるよう努

めること，これらの法令及び基礎となる保護水準を継続的に改善していくよう努

めること等を規定する。 

 また，両締約者は，各々の国内の環境又は労働法令が提供する保護の水準の緩

和又は低下を通じて，貿易及び投資を奨励してはならないこと等を規定する。 

 国際労働基準及び条約 

 両締約者は，国際労働機関（ＩＬＯ）に参加することから生ずる義務を再確認

すること，ＩＬＯの労働における基本的な原則及び権利に関する宣言等に関する

各締約者の約束を再確認すること，労働者の基本的権利に関する国際的に認識さ

れた原則（結社の自由・団体交渉権，強制労働の撤廃，児童労働の廃止，雇用・

職業に関する差別の撤廃）を，それぞれの法律及び慣行において尊重し，推進し

及び実現することを規定するとともに，各締約者は，適当と認めるＩＬＯ基本条

約及びその他のＩＬＯ条約の批准に努めること，ＩＬＯ条約の締結について情報

交換を行うこと等について規定する。 

 多国間環境条約 

 両締約者は，国際社会がグローバルな又は地域の環境問題に取り組むための多

国間のガバナンスの手段として，多国間環境条約（とりわけ両締約者が締結して

いるもの）の重要性を強調すること等を規定する。 

 また，両締約者は，気候変動枠組条約及びパリ協定を効果的に実施するという

約束を再確認すること，気候変動枠組条約の究極的な目的及びパリ協定の目的の

達成に向けて，気候変動に対処するための措置をとるために協力することを約束

すること等について規定する。 

 持続可能な開発を助ける貿易と投資 

両締約者は，貿易及び投資の経済的，社会的及び環境的な側面における，持続
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可能な開発の目標に対する貢献を強化することの重要性を認識する。 

 生物多様性 

 各締約者は，締結している関連の国際約束に従って，生物多様性の保全及び持

続的な利用を確保する重要性を認識すること，関連する情報を交換すること等に

ついて規定する。 

 持続可能な森林経営並びに木材及び木材製品の貿易 

 両締約者は，違法伐採及びそれに関連する貿易への対処に貢献すること，関連

する情報を交換すること等について規定する。 

 漁業資源の貿易及び持続可能な利用並びに持続可能な養殖 

 両締約者は，漁業資源の保存，持続可能な利用及び管理を確保すること，海洋

生態系を保全すること並びに責任ある持続可能な養殖を促進することの重要性に

ついて認識すること等を規定する。また，各締約者は，地域漁業管理機関等を通

じて漁業資源の保存及び持続可能な利用を促進すること，違法・無報告・無規制

漁業に対処するための効果的な措置を採用・実施すること等について規定する。 

 科学的な情報 

 両締約者は，貿易又は投資に影響を及ぼし得る環境条件又は労働条件の保護を

目的とした措置の準備及び実施に当たり，利用可能な科学技術情報等を考慮する

ことについて規定する。 

 協力 

両締約者は，環境及び労働政策の側面に関係する貿易と投資に係る協力の重要

性を認識し，低炭素技術を始めとする環境技術の促進等を含む国際的な気候変動

枠組等の貿易関係側面や，生物多様性の保全及び持続可能な利用等の促進等につ

いて協力することを規定する。 

 貿易及び持続可能な開発に関する委員会 

 本分野の規定の効果的な実施のために，貿易及び持続可能な開発に関する委員

会を設立することについて規定する。 

 市民社会との共同対話 

 両締約者は，市民社会の組織と共同対話を開催すること，その対話において本

分野の規定の実施について情報を提供すること等を規定する。 

 政府間の協議 

本章の解釈及び適用に関する問題について両締約者間で見解の相違がある場

合には，本協定の紛争解決手続は適用されず，両締約者は相互に満足すべき解決

に達するよう協議をすること，同協議によって解決が得られない場合には，貿易

及び持続可能な開発に関する委員会が開催されること等について規定する。 

 専門家パネル 

 政府間協議，貿易及び持続可能な開発に関する委員会において，両締約者が相

互に満足すべき解決に達しなかった場合，一方の締約者は専門家パネルの招集を

要請できること，専門家パネルは報告書を提出し，両締約者は専門家パネルの報

告を考慮しつつ問題の解決のための措置について議論すること等について規定

する。 
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 見直し 

 貿易及び持続可能な開発に関する委員会及び政府間協議，専門家パネルに関す

る規定の実施の見直しについて規定する。 
 
 
１７ 透明性 

（１）概要 
 本協定の対象となる事項に関する法令等を速やかに公表すること，一般に適用さ

れる措置に関する照会，一般に適用される措置の運用，行政上の行為の審査及び

是正のため司法裁判所，仲裁裁判所若しくは行政裁判所又はそれらの訴訟手続を

採用又は維持すること等について規定する。 

 

（２）主な内容 
 透明性のある規制環境 

 両締約者は，それぞれの規制環境が日ＥＵ間の貿易・投資に与える影響を認識

し，中小企業等の事業者等にとって効果的かつ予測可能で，透明性のある規制環

境を提供することを規定する。 

 公表 

 各締約者は，一般に適用される措置を，その目的及び必要性に関する説明と共

に，可能な場合には英語のウェブサイトのような電子的手段によって，速やかに

公表，又は公に利用可能なものとすること，然るべく正当化される場合を除いて，

一般に適用される措置を公表し又は公に利用可能なものにしてから当該措置が

効力を生ずるまでに，適切な期間を置くよう努めることを規定する。 

 照会 

 各締約者は，他方の締約者の要請に応じて，合理的な期間内に，当該他方の締

約者からの一般に適用される措置に関する個別の質問に回答し，情報を提供する

こと，権限のある当局の名称及び所在地を容易に公に利用可能なものとすること

を規定する。 

 また，各締約者は，一般に適用される措置に関する，締約者の者からの照会に

回答する仕組みを設置し，又は維持すること等を規定する。 

 一般に適用される措置の運用 

 各締約者は，一般に適用される全ての措置を一貫性のある，客観的，公平かつ

合理的な態様で運用すること，特定の場合において，一般に適用される措置を他

方の締約者の者，物品又はサービスに適用するに当たり，行政手続により影響を

受ける者に対し，その手続の開始についての通報を行うこと，最終的な行政上の

決定の前に当該者に主張の機会を提供すること等を規定する。 

 審査及び上訴 

 各締約者は，本協定の対象となる事項に関する行政上の行為の，速やかな審査

及び正当な理由がある場合にはその是正のために，司法裁判所，仲裁裁判所若し

くは行政裁判所又はそれらの訴訟手続を採用し，又は維持すること等を規定する。 
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１８ 規制協力 

（１）概要 
 本協定の対象となる日ＥＵそれぞれの規制について，規制措置案の事前公表，意

見提出の機会の提供，事前・事後の評価，規制に関する良い慣行についての情報

交換，規制協力活動，計画中又は既存の規制措置に関する情報交換等について規

定する。そのほか，日ＥＵ間の協力等を推進するために，特別委員会を設立する

ことについて規定する。 
 動物福祉に関し，日ＥＵ双方がそれぞれの法令への理解を深めるため，両締約者

の利益にかなう形で協力することとし，作業計画の作成，情報交換のための技術

作業部会の設置について規定する。 

 

（２）主な内容 
ア 一般規定 

 規制の手続及び仕組み 

 各締約者は，規制当局が規制措置の策定，評価又は見直しを行う手続及び仕組

みの説明を公表すること等を規定する。 

 規制措置案に関する早期の情報提供 

 各締約者の規制当局は，主要な規制措置案のリスト，その適用範囲及び目的に

関する簡潔な説明を付して少なくとも年１回公表すること等を規定する。 

 意見公募手続 

 各締約者の規制当局は，主要な規制措置の立案に当たり，それぞれの規則及び

手続に従って，規制措置案等を公表すること，意見提出のための合理的な機会を

与えること，提出された意見を考慮すること等を規定する。 

 規制措置に関する評価 

 各締約者の規制当局は，主要な規制措置案について，それぞれの規則及び手続

に従って影響評価の実施に努めること，また，施行されている規制措置について，

定期的な事後評価を促進するための手続又は仕組みを維持すること等を規定す

る。 

 規制に関する良い慣行についての情報交換 

 締約者の規制当局は，規制に関する良い慣行（影響評価又は事後評価に関する

慣行等を含む。）についての情報の交換に努めることを規定する。 

 規制協力活動 

 締約者が規制協力活動を提案することを決定した時は，当該締約者は，指定さ

れた連絡部局を通じて提案を提出すること，他方の締約者は，提案を検討し，提

案された活動が規制協力に適するかどうかを提案した締約者に通知すること，提

案は，一方の締約者の要請に応じ，規制協力委員会で議論されること等を規定す

る。 

 規制協力に関する委員会及び連絡部局 

 規制協力に関する委員会は，特に，規制協力の提案に関する議論，規制に関す

る良い慣行についての情報交換及び促進等を行うことができること，各締約者は，
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規制協力のための連絡部局を指定すること等を規定する。 

 規制措置案又は既存の規制措置に関する情報交換 

 各締約者は，連絡部局を通じ，規制措置案又は既存の規制措置に関する情報提

供及び説明を求めることができること等を規定する。 

 

イ 動物福祉 
  締約者が，それぞれの法令への理解を深めるため，両締約者の利益にかなう形

で，飼養された動物に焦点を当て，動物福祉について協力することを規定する。

そのため，作業計画の作成，情報交換のための技術作業部会の設置について規定

する。 

 

ウ 最終規定 
 紛争解決手続の不適用 

 本協定の紛争解決手続は，規制協力に関する規定について適用されないことを

規定する。 

 

 

 

１９ 農業協力 

（１）概要 
 両締約者間の更なる経済発展に向け，農産品・食品の貿易を促進するための特別

委員会の設立等，日ＥＵ政府間の枠組みについて規定する。 

 農産品・食品の貿易促進，農業の生産性・持続可能性の向上，食品製造における

技術向上等に関する協力を行うことを規定する。 

 

（２）主な内容 
 農業協力に関する委員会 

 両締約者の間の農業や食品分野における協力の促進を目的として，農業協力に

関する委員会を設立することについて規定する。 

 協力 

各締約者は，それぞれの法令の範囲内で，農業及び食品分野におけるビジネス

環境の更なる改善のための措置をとること等を規定する。 

 情報の要請 

各締約者は，農産品又は食品に関する他方の締約者の措置につき情報提供等を

要請することができること，要請を受けた締約者は，可能な限り早期に書面にて

コメントを提供することを規定する。 

 連絡 

各締約者は，本章に関する事項について両締約者間の連絡を円滑化するための

連絡部局を指定すること等を規定する。 

 他章との関係 
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 両締約者間で別途合意する場合を除き，本章は，物品貿易章，貿易の技術的障

害（ＴＢＴ）章，衛生植物検疫（ＳＰＳ）措置章及び知的財産章の対象には適用

されないことを規定する。 

 紛争解決 

本協定の紛争解決手続は，本章に適用されないことを規定する。 

 

 

 

２０ 中小企業 

（１）概要 
 各締約者は本協定に関連する情報を掲載するための自らのウェブサイトを開設し，

日ＥＵそれぞれの中小企業が他方の締約者の市場に参入するために必要な情報を

含めること，日ＥＵそれぞれにおいて中小企業のための連絡部局を指定すること

等を規定する。 

 

（２）主な内容 
 目的 

 両締約者は，中小企業に係る事項に関する締約者間の協力を強化するための又

は中小企業に特に有益となり得る本分野の規定及び本協定の他の規定の重要性

を認識することについて規定する。 

 情報提供 

 各締約者は，本協定の条文，概要及び中小企業のための情報を含む自らのウェ

ブサイトであって公にアクセス可能なものを開設し又は維持すること，そのウェ

ブサイトに，他方の締約者の同様のウェブサイトへのリンク政府機関その他適当

な団体のウェブサイト（関税制度及び税関手続，知的財産権に関する法令及び手

続，輸出入に関連する衛生植物関連措置，政府調達の公示，企業の登記に関する

手続，輸入手続時に徴収される税及びその他締約者が中小企業に有益と考える情

報を提供するウェブサイト）へのリンク，日欧産業協力センターのウェブサイト

へのリンク，及び締約者が適当と考える場合には関税等の情報を含み関税品目表

番号によって電子的に検索可能なデータベースへのリンクを含めること等を規

定する。 

 連絡部局 

 中小企業に関する連絡部局の指定等について規定する。 

 紛争解決手続の不適用 

 本協定の紛争解決手続が，中小企業に関する規定について適用されないことを

規定する。 
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２１ 紛争解決 

（１）概要 
本協定の解釈又は適用に関する日ＥＵ間の紛争を解決する際の協議，仲介，パネ

ル手続等について規定する。 

 

（２）主な内容 
 協議 

 締約者は，紛争について協議によって解決するように努めること，他の締約者

との協議を書面により要請することができること，協議の開始に関する手続き及

び協議の期限等を規定する。 

 仲介 

 締約者は，本章の適用範囲内の問題について，両締約者の合意により，いつで

も仲介手続を開始できること等を規定する。 

 パネルの設置 

 締約者が，問題を特定の期間内に協議を通じ解決することができなかった場合

には，パネルの設置を書面で要請することができることを規定する。 

 パネルの構成 

 パネルは３名の仲裁人で構成されること，１０日以内に３名の仲裁人が合意さ

れない場合に，３名の仲裁人を選定するための手続等について規定する。 

 仲裁人のリスト 

 パネルを構成し得る仲裁人９名のリストの作成方法等について規定する。 

 仲裁人の資格 

 仲裁人は，法律，国際貿易等についての専門知識などを有すること，独立で個

人の資格で職務に当たり，特定の政府や機関からの指示を受けないこと等を規定

する。 

 パネルの任務 

 パネルが，付託される問題を客観的に評価すること，両締約者と定期的に協議

し双方が合意できる解決のための機会を提供する等について規定する。 

 パネルの手続 

 仲裁人は，中間報告書及び最終報告書の作成に全ての責任を負うこと，秘密の

遵守等について規定する。 

 中間報告書 

 パネルは両締約者に中間報告書の案を送付し，両締約者は，中間報告書の正確

性について再検討することを書面でパネルに要請できること等について規定す

る。 

 最終報告書の実施 

 被申立者は，パネルの最終報告書を迅速に，かつ，誠実に実施するために必要

なあらゆる措置をとること，その進捗について申し立て者に通報すること等を規

定する。 

 不履行の一時的救済 
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 不履行があった場合の一時的な補償，譲許・義務の停止等について規定する。 

 場の選択 

 申立者は，本協定の義務及び両締約者が締結しているその他の国際協定の同等

の義務に違反する特定の措置について紛争が生じる場合には，同紛争を解決する

ためのいずれかの場を選択することができること等について規定する。 

 

 

 

 ２２ 制度的規則 

（１）概要 

 本協定の実施，運用等に関する問題の検討等を行う合同委員会の設置及びその任

務・意思決定の方式，合同委員会の下に置かれる特別委員会等の設置，日ＥＵ間

の連絡を円滑にするための連絡部局の指定等の組織的事項について規定する。 

 

（２）主な内容 

 合同委員会 

 両締約者は，合同委員会を設置すること，合同委員会は，本協定が適正かつ効

果的に運用されることを確保するため，本協定の実施及び運用を見直し及び監視

すること，本協定に基づき設置される全ての特別委員会，作業部会及びその他の

組織の作業を監督及び調整すること等を規定する。 

 決定及び勧告 

 合同委員会は，本協定の規定に従い決定及び勧告を行うことができること，両

締約者はその決定の履行に必要な措置をとること等を規定する。 

 特別委員会 

 合同委員会の支援の下で，特別委員会が設置されること，特別委員会の議長は

日本及びＥＵの適当なレベルの代表が務めること，特別委員会は，会合の予定及

び議題を合同委員会に通知するとともに，会合の結果及び結論を合同委員会に報

告すること等を規定する。 

 作業部会 

 本協定の個別分野に関して作業部会が設置されること等を規定する。 

 特別委員会，作業部会及びその他の組織の作業 

 特別委員会，作業部会及びその他の組織は，それらの運営を実施するに当たり，

作業の重複を回避することを規定する。 

 連絡部局 

 各締約者は，連絡部局を指定すること等を規定する。 
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２３ 最終規定 

（１）概要 

 本協定の改正，効力発生，正文等について規定する。 

 

（２）主な内容 

 協定の実施，運用の一般的な見直し 

本協定発効後１０年目の年又は両締約者が合意する場合には，本協定の実施，

運用についての一般的な見直しについて，検討を行うことを規定する。 

 改正 

本協定は，両締約者間の合意により改正されること，かかる改正は，本協定の

効力発生のために各々必要な法的手続が完了した後，その旨を互いに通報した日

の翌々月の初日又は両締約者間の合意により定めた日に効力を生じること等を

規定。また，本規定で予め定める本協定の一部については，合同委員会の決定に

より改正を行うことができることを規定する。 

 効力発生 

 本協定の効力は、本協定の効力発生のために各々必要な法的手続が完了した後，

その旨を互いに通報した日の翌々月の初日又は両締約者間の合意により定めた

日に生じること等を規定する。 

 終了 

 一方の締約者が書面により本協定の終了の意図を他方に通知する場合は，原則

として通知の受領６箇月後に本協定は終了することを規定する。 

 個人への直接効果の否定 

 本協定のいかなる規定も，個人に対して直接的に権利を付与し又は義務を課す

ものではないことを規定する。 

 附属書等 

本協定の附属書等が本協定の不可分の一部を成すことを規定する。 

 ＥＵへの新規加盟 

ＥＵに新規加盟国がある場合における，本協定に関して必要な手続を規定する。 

 正文 

 本協定の正文が日本語，英語，ブルガリア語，クロアチア語，チェコ語，エス

トニア語，デンマーク語，オランダ語，フィンランド語，フランス語，ドイツ語，

ギリシャ語，ハンガリー語，イタリア語，ラトビア語，リトアニア語，マルタ語，

ポーランド語，ポルトガル語，ルーマニア語，スロバキア語，スロベニア語，ス

ペイン語及びスウェーデン語であること等を規定する。 

 

（注）本資料は，交渉妥結時の協定テキスト案に基づいて作成した。その後の作業に

よって，変更があり得る。 

 

（了） 


